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かねてより各党の行政書士制度推進議員連盟並びに懇話会の先生方を始め、多くの国会議員の先生方や総
務省に要望を続けてまいりました「行政書士法の一部を改正する法律案」が、第 217 回国会（常会）に提出
され、衆議院本会議（令和７年５月 30日開催）及び参議院本会議（同年６月６日開催）の両院ともに可決・
成立し、同月13日法律第 65号として公布されました。なお、改正法の施行は、令和８年１月１日とされて
います。
改正の概要や国会での成立過程、各項目の内容等につきましては、次のとおりです。

１　改正の概要（法律案要綱）
（１）行政書士の使命

行政書士は、その業務を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資
し、もって国民の権利利益の実現に資することを使命とするものとすること。� （第１条関係）

（２）職責
①�行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を
行わなければならないものとすること。

②�行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その
他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないもの
とすること。� （新第１条の２関係）

（３）特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署

に提出する書類を作成することができる範囲について、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類
に係る許認可等に関するものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る
許認可等に関するものに拡大すること。� （新第１条の４第１項第２号関係）

（４）業務の制限規定の趣旨の明確化
行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受けいかなる名目によ

るかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確にすること。� （第 19 条第１項関係）
（５）両罰規定の整備

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並び
に行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定を整備すること。�（第 23 条の３関係）

（６）施行期日等
①この法律は、令和８年１月１日から施行すること。� （改正法附則第１条関係）
②その他所要の規定を整備すること。

２　改正の理由（法律案提出理由）
近時の行政書士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、行政書士の使命及び職責を明らかにする規定を設け

るとともに、特定行政書士が行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公
署に提出する書類を作成することができる範囲を拡大するほか、行政書士又は行政書士法人でない者による業
務の制限違反等に対して両罰規定を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

「行政書士法の一部を改正する法律」
（令和７年６月13日法律第65号）の成立について
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３　国会での審議・成立過程
・令和７年５月 29 日� 第 217 回国会（常会）に提出
・令和７年５月 29 日� 衆議院総務委員会　　可決
・令和７年５月 30 日� 衆議院本会議�　　　　可決
・令和７年６月５日� 参議院総務委員会　　可決
・令和７年６月６日� 参議院本会議�　　　　可決・成立
・令和７年６月 13 日� 法律第 65 号として公布

４　本会の改正要望
我が国は、少子高齢化や地域の人口減少が進行し、さらには、大規模災害発生時の対応等の備えも課題
となっており、デジタルを最大限活用して課題の解決を図っていかなければなりません。
一方、デジタル社会の形成が進展する中で、全国どこでも、高齢者や障害者などを含むデジタル機器や
デジタルサービスに不慣れな方、また、大規模地震災害を始めとする自然災害によりデジタルサービスを
受けられない方たちの不安を解消し、誰一人取り残されないための取組を推進していくためには、行政書
士を始めとする専門的な知識経験を有する者を活用していただくことが、我が国経済の持続的かつ健全な
発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するものと考え、次の点について、要望しました。

〇�デジタル社会において、国民の期待に応えていくため、デジタル社会形成基本法（令和３年法律第35号）
の第４章及び第６章に、行政書士を始めとする士業の活用について、規定していただきたい。加えて、
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和５年６月９日閣議決定）にも士業の活用を盛り込み、こ
れらの趣旨を地方公共団体に対して要請していただきたい。

〇�デジタル社会において、行政書士が国民の期待に応え、その使命を十分果たすことができるよう、行政
書士法（昭和26年法律第４号）に行政書士の使命及び職責を規定していただきたい。
� 〈１の（１）行政書士の使命及び（２）職責〉

○�デジタル社会において危惧される補助金や給付金等のなりすまし請求等による行政の混乱や国民の権利
利益の侵害などの懸念を払しょくできるよう、行政書士法の行政書士の報酬と業務の関係に関する規定
を改正するとともに、両罰規定を設けていただきたい。

� 〈１の（４）業務の制限規定の趣旨の明確化及び（５）両罰規定の整備〉

○�デジタル社会において、国民の利便に資し、迅速な権利利益の実現に資することができるよう、行政書
士法の行政不服申立に関する規定及び特定行政書士の業務に関する規定を改正していただきたい。
� 〈１の（３）特定行政書士の業務範囲の拡大〉

５　結びに
今回の行政書士法の改正は、各党の行政書士制度推進議員連盟並びに懇話会の先生方を始め、多くの国
会議員の先生方の絶大なる御尽力により、各党、各会派の御支援を賜ることができました。また、各単位
会、日政連及び日政連支部、総務省を始めとした関係団体の皆様の御協力により、この法改正につながり
ました。
改めて深謝申し上げますとともに、これからも国民の皆様からの信頼に応えられるよう、行政書士制度
の更なる発展に向けて全力で取り組んでまいりますので、引き続き、御指導御鞭撻を賜りますようお願い
申し上げます。
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行 政 書 士 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 七 年 六 月 十 三 日 法 律 第 六 十 五 号 ） 新 旧 対 照 表

〇 行 政 書 士 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 四 号 ）� （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 　 正 　 後

（ 行 政 書 士 の 使 命 ）

第 一 条　 行 政 書 士 は 、 そ の 業 務 を 通 じ て 、 行 政 に 関 す る

手 続 の 円 滑 な 実 施 に 寄 与 す る と と も に 国 民 の 利 便 に 資

し 、 も つ て 国 民 の 権 利 利 益 の 実 現 に 資 す る こ と を 使 命

と す る 。

（ 職 責 ）

第 一 条 の 二　 行 政 書 士 は 、 常 に 品 位 を 保 持 し 、 業 務 に 関

す る 法 令 及 び 実 務 に 精 通 し て 、 公 正 か つ 誠 実 に そ の 業

務 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

２　 行 政 書 士 は 、 そ の 業 務 を 行 う に 当 た つ て は 、 デ ジ タ

ル 社 会 の 進 展 を 踏 ま え 、 情 報 通 信 技 術 の 活 用 そ の 他 の

取 組 を 通 じ て 、 国 民 の 利 便 の 向 上 及 び 当 該 業 務 の 改 善

進 歩 を 図 る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

（ 業 務 ）

第 一 条 の 三　 〔 略 〕

２　 〔 略 〕

第 一 条 の 四　 行 政 書 士 は 、 前 条 に 規 定 す る 業 務 の ほ か 、

他 人 の 依 頼 を 受 け 報 酬 を 得 て 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 業 と

す る こ と が で き る 。 た だ し 、 他 の 法 律 に お い て そ の 業

務 を 行 う こ と が 制 限 さ れ て い る 事 項 に つ い て は 、 こ の

限 り で な い 。

一　 〔 略 〕

二　 前 条 の 規 定 に よ り 行 政 書 士 が 作 成 す る こ と が で き

る 官 公 署 に 提 出 す る 書 類 に 係 る 許 認 可 等 に 関 す る 審

査 請 求 、 再 調 査 の 請 求 、 再 審 査 請 求 等 行 政 庁 に 対 す

る 不 服 申 立 て の 手 続 に つ い て 代 理 し 、 及 び そ の 手 続

に つ い て 官 公 署 に 提 出 す る 書 類 を 作 成 す る こ と 。

三 ・ 四　 〔 略 〕

２　 〔 略 〕

第 一 条 の 五　 〔 略 〕

（ 特 定 行 政 書 士 の 付 記 ）

第 七 条 の 三　 日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 は 、 行 政 書 士 が 第 一

条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 研 修 の 課 程 を 修 了 し た と き は 、

遅 滞 な く 、 当 該 行 政 書 士 の 登 録 に 特 定 行 政 書 士 で あ る

旨 の 付 記 を し な け れ ば な ら な い 。

２　 〔 略 〕

（ 信 用 失 墜 行 為 の 禁 止 ）

第 十 条　 行 政 書 士 は 、 行 政 書 士 の 信 用 又 は 品 位 を 害 す る

よ う な 行 為 を し て は な ら な い 。

（ 設 立 ）

第 十 三 条 の 三　 行 政 書 士 は 、 こ の 章 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 行 政 書 士 法 人 （ 第 一 条 の 三 及 び 第 一 条 の 四 第 一 項

（ 第 二 号 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と

し て 、 行 政 書 士 が 設 立 し た 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を

設 立 す る こ と が で き る 。

現 　 　 　 行

（ 目 的 ）

第 一 条　 こ の 法 律 は 、 行 政 書 士 の 制 度 を 定 め 、 そ の 業 務

の 適 正 を 図 る こ と に よ り 、 行 政 に 関 す る 手 続 の 円 滑 な

実 施 に 寄 与 す る と と も に 国 民 の 利 便 に 資 し 、 も つ て 国

民 の 権 利 利 益 の 実 現 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。

〔 新 設 〕

（ 業 務 ）

第 一 条 の 二　 〔 同 上 〕

２　 〔 同 上 〕

第 一 条 の 三　 行 政 書 士 は 、 前 条 に 規 定 す る 業 務 の ほ か 、

他 人 の 依 頼 を 受 け 報 酬 を 得 て 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 業 と

す る こ と が で き る 。 た だ し 、 他 の 法 律 に お い て そ の 業

務 を 行 う こ と が 制 限 さ れ て い る 事 項 に つ い て は 、 こ の

限 り で な い 。

一　 〔 同 上 〕

二　 前 条 の 規 定 に よ り 行 政 書 士 が 作 成 し た 官 公 署 に 提

出 す る 書 類 に 係 る 許 認 可 等 に 関 す る 審 査 請 求 、 再 調

査 の 請 求 、 再 審 査 請 求 等 行 政 庁 に 対 す る 不 服 申 立 て

の 手 続 に つ い て 代 理 し 、 及 び そ の 手 続 に つ い て 官 公

署 に 提 出 す る 書 類 を 作 成 す る こ と 。

三 ・ 四　 〔 同 上 〕

２　 〔 同 上 〕

第 一 条 の 四　 〔 同 上 〕

（ 特 定 行 政 書 士 の 付 記 ）

第 七 条 の 三　 日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 は 、 行 政 書 士 が 第 一

条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 研 修 の 課 程 を 修 了 し た と き は 、

遅 滞 な く 、 当 該 行 政 書 士 の 登 録 に 特 定 行 政 書 士 で あ る

旨 の 付 記 を し な け れ ば な ら な い 。

２　 〔 同 上 〕

（ 行 政 書 士 の 責 務 ）

第 十 条　 行 政 書 士 は 、 誠 実 に そ の 業 務 を 行 な う と と も に 、

行 政 書 士 の 信 用 又 は 品 位 を 害 す る よ う な 行 為 を し て は

な ら な い 。

（ 設 立 ）

第 十 三 条 の 三　 行 政 書 士 は 、 こ の 章 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、 行 政 書 士 法 人 （ 第 一 条 の 二 及 び 第 一 条 の 三 第 一 項

（ 第 二 号 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と

し て 、 行 政 書 士 が 設 立 し た 法 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を

設 立 す る こ と が で き る 。
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（ 業 務 の 範 囲 ）

第 十 三 条 の 六　 行 政 書 士 法 人 は 、 第 一 条 の 三 及 び 第 一 条

の 四 第 一 項 （ 第 二 号 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 業 務 を 行 う ほ

か 、 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行

う こ と が で き る 。 た だ し 、 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る

業 務 を 行 う こ と が で き る 行 政 書 士 に 関 し 法 令 上 の 制 限

が あ る 場 合 に お け る 当 該 業 務 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 業 務

（ 以 下 「 特 定 業 務 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 社 員 の う ち

に 当 該 特 定 業 務 を 行 う こ と が で き る 行 政 書 士 が あ る 行

政 書 士 法 人 に 限 り 、 行 う こ と が で き る 。

一　 法 令 等 に 基 づ き 行 政 書 士 が 行 う こ と が で き る 業 務

の う ち 第 一 条 の 三 及 び 第 一 条 の 四 第 一 項 （ 第 二 号 を

除 く 。 ） に 規 定 す る 業 務 に 準 ず る も の と し て 総 務 省 令

で 定 め る 業 務 の 全 部 又 は 一 部

二　 第 一 条 の 四 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 業 務

（ 行 政 書 士 に 関 す る 規 定 の 準 用 ）

第 十 三 条 の 十 七　 第 一 条 、 第 一 条 の 二 、 第 八 条 第 一 項 、

第 九 条 か ら 第 十 一 条 ま で 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 、 行 政

書 士 法 人 に つ い て 準 用 す る 。

（ 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 会 社

法 の 準 用 等 ）

第 十 三 条 の 二 十 一　 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 四 条 並 び に 会 社

法 第 六 百 条 、 第 六 百 十 四 条 か ら 第 六 百 十 九 条 ま で 、 第

六 百 二 十 一 条 及 び 第 六 百 二 十 二 条 の 規 定 は 行 政 書 士 法 人

に つ い て 、 同 法 第 五 百 八 十 条 第 一 項 、 第 五 百 八 十 一 条 、

第 五 百 八 十 二 条 、 第 五 百 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第

五 百 八 十 六 条 、 第 五 百 九 十 三 条 、 第 五 百 九 十 五 条 、 第

五 百 九 十 六 条 、 第 五 百 九 十 九 条 第 四 項 及 び 第 五 項 、 第

六 百 一 条 、 第 六 百 五 条 、 第 六 百 六 条 、 第 六 百 九 条 第 一 項

及 び 第 二 項 、 第 六 百 十 一 条 （ 第 一 項 た だ し 書 を 除 く 。 ） 、 第

六 百 十 二 条 並 び に 第 六 百 十 三 条 の 規 定 は 行 政 書 士 法 人 の

社 員 に つ い て 、 同 法 第 五 百 八 十 九 条 第 一 項 の 規 定 は 行 政

書 士 法 人 の 社 員 で あ る と 誤 認 さ せ る 行 為 を し た 者 の 責 任

に つ い て 、 同 法 第 八 百 五 十 九 条 か ら 第 八 百 六 十 二 条 ま で

の 規 定 は 行 政 書 士 法 人 の 社 員 の 除 名 並 び に 業 務 を 執 行 す

る 権 利 及 び 代 表 権 の 消 滅 の 訴 え に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 六 百 十 三 条 中 「 商 号 」

と あ る の は 「 名 称 」 と 、 同 法 第 六 百 十 五 条 第 一 項 、 第

六 百 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 六 百 十 八 条 第 一 項

第 二 号 中 「 法 務 省 令 」 と あ る の は 「 総 務 省 令 」 と 、 同 法

第 六 百 十 七 条 第 三 項 中 「 電 磁 的 記 録 」 と あ る の は 「 電 磁

的 記 録 （ 行 政 書 士 法 第 一 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 電 磁 的

記 録 を い う 。 次 条 第 一 項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 と 、 同

法 第 八 百 五 十 九 条 第 二 号 中 「 第 五 百 九 十 四 条 第 一 項 （ 第

五 百 九 十 八 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 と

あ る の は 「 行 政 書 士 法 第 十 三 条 の 十 六 第 一 項 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。

２ ～ ７　 〔 略 〕

（ 日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 の 会 則 ）

第 十 八 条 の 二　 日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 の 会 則 に は 、 次 の

事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

一　 〔 略 〕

二　 第 一 条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 研 修 そ の 他 の 行 政 書

（ 業 務 の 範 囲 ）

第 十 三 条 の 六　 行 政 書 士 法 人 は 、 第 一 条 の 二 及 び 第 一 条

の 三 第 一 項 （ 第 二 号 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 業 務 を 行 う ほ

か 、 定 款 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行

う こ と が で き る 。 た だ し 、 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る

業 務 を 行 う こ と が で き る 行 政 書 士 に 関 し 法 令 上 の 制 限

が あ る 場 合 に お け る 当 該 業 務 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 業 務

（ 以 下 「 特 定 業 務 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 社 員 の う ち

に 当 該 特 定 業 務 を 行 う こ と が で き る 行 政 書 士 が あ る 行

政 書 士 法 人 に 限 り 、 行 う こ と が で き る 。

一　 法 令 等 に 基 づ き 行 政 書 士 が 行 う こ と が で き る 業 務

の う ち 第 一 条 の 二 及 び 第 一 条 の 三 第 一 項 （ 第 二 号 を

除 く 。 ） に 規 定 す る 業 務 に 準 ず る も の と し て 総 務 省 令

で 定 め る 業 務 の 全 部 又 は 一 部

二　 第 一 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 業 務

（ 行 政 書 士 の 義 務 に 関 す る 規 定 の 準 用 ）

第 十 三 条 の 十 七　 第 八 条 第 一 項 、 第 九 条 か ら 第 十 一 条 ま

で 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 、 行 政 書 士 法 人 に つ い て 準 用

す る 。

（ 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す る 法 律 及 び 会 社

法 の 準 用 等 ）

第 十 三 条 の 二 十 一　 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 四 十 八 号 ） 第 四 条 並 び に 会 社

法 第 六 百 条 、 第 六 百 十 四 条 か ら 第 六 百 十 九 条 ま で 、 第

六 百 二 十 一 条 及 び 第 六 百 二 十 二 条 の 規 定 は 行 政 書 士 法 人

に つ い て 、 同 法 第 五 百 八 十 条 第 一 項 、 第 五 百 八 十 一 条 、

第 五 百 八 十 二 条 、 第 五 百 八 十 五 条 第 一 項 及 び 第 四 項 、 第

五 百 八 十 六 条 、 第 五 百 九 十 三 条 、 第 五 百 九 十 五 条 、 第

五 百 九 十 六 条 、 第 五 百 九 十 九 条 第 四 項 及 び 第 五 項 、 第

六 百 一 条 、 第 六 百 五 条 、 第 六 百 六 条 、 第 六 百 九 条 第 一 項

及 び 第 二 項 、 第 六 百 十 一 条 （ 第 一 項 た だ し 書 を 除 く 。 ） 、 第

六 百 十 二 条 並 び に 第 六 百 十 三 条 の 規 定 は 行 政 書 士 法 人 の

社 員 に つ い て 、 同 法 第 五 百 八 十 九 条 第 一 項 の 規 定 は 行 政

書 士 法 人 の 社 員 で あ る と 誤 認 さ せ る 行 為 を し た 者 の 責 任

に つ い て 、 同 法 第 八 百 五 十 九 条 か ら 第 八 百 六 十 二 条 ま で

の 規 定 は 行 政 書 士 法 人 の 社 員 の 除 名 並 び に 業 務 を 執 行 す

る 権 利 及 び 代 表 権 の 消 滅 の 訴 え に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 法 第 六 百 十 三 条 中 「 商 号 」

と あ る の は 「 名 称 」 と 、 同 法 第 六 百 十 五 条 第 一 項 、 第

六 百 十 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 並 び に 第 六 百 十 八 条 第 一 項

第 二 号 中 「 法 務 省 令 」 と あ る の は 「 総 務 省 令 」 と 、 同 法

第 六 百 十 七 条 第 三 項 中 「 電 磁 的 記 録 」 と あ る の は 「 電 磁

的 記 録 （ 行 政 書 士 法 第 一 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 電 磁 的

記 録 を い う 。 次 条 第 一 項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） 」 と 、 同

法 第 八 百 五 十 九 条 第 二 号 中 「 第 五 百 九 十 四 条 第 一 項 （ 第

五 百 九 十 八 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 」 と

あ る の は 「 行 政 書 士 法 第 十 三 条 の 十 六 第 一 項 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。

２ ～ ７　 〔 同 上 〕

（ 日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 の 会 則 ）

第 十 八 条 の 二　 日 本 行 政 書 士 会 連 合 会 の 会 則 に は 、 次 の

事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

一　 〔 同 上 〕

二　 第 一 条 の 三 第 二 項 に 規 定 す る 研 修 そ の 他 の 行 政 書
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士 の 研 修 に 関 す る 規 定

三 ～ 五　 〔 略 〕

（ 業 務 の 制 限 ）

第 十 九 条　 行 政 書 士 又 は 行 政 書 士 法 人 で な い 者 は 、 他 人

の 依 頼 を 受 け い か な る 名 目 に よ る か を 問 わ ず 報 酬 を 得

て 、 業 と し て 第 一 条 の 三 に 規 定 す る 業 務 を 行 う こ と が

で き な い 。 た だ し 、 他 の 法 律 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合

及 び 定 型 的 か つ 容 易 に 行 え る も の と し て 総 務 省 令 で 定

め る 手 続 に つ い て 、 当 該 手 続 に 関 し 相 当 の 経 験 又 は 能

力 を 有 す る 者 と し て 総 務 省 令 で 定 め る 者 が 電 磁 的 記 録

を 作 成 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２　 〔 略 〕

第 二 十 一 条　 行 政 書 士 と な る 資 格 を 有 し な い 者 が 、 日 本

行 政 書 士 会 連 合 会 に 対 し 、 そ の 資 格 に つ き 虚 偽 の 申 請

を し て 行 政 書 士 名 簿 に 登 録 さ せ た と き は 、 一 年 以 下 の

拘 禁 刑 又 は 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

〔 削 る 〕

〔 削 る 〕

第 二 十 一 条 の 二　 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し た と き

は 、 そ の 違 反 行 為 を し た 者 は 、 一 年 以 下 の 拘 禁 刑 又 は

百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

第 十 二 条 の 四　 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に 違 反 し た と き は 、

そ の 違 反 行 為 を し た 者 は 、 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

第 二 十 三 条 の 二　 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に

は 、 そ の 違 反 行 為 を し た 者 は 、 三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に

処 す る 。

一　 第 十 三 条 の 二 十 の 二 第 六 項 に お い て 準 用 す る 会 社

法 第 九 百 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 同 項 に

規 定 す る 調 査 記 録 簿 等 に 同 項 に 規 定 す る 電 子 公 告 調

査 に 関 し 法 務 省 令 で 定 め る も の を 記 載 せ ず 、 若 し く

は 記 録 せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 記 載 若 し く は 記 録 を し 、

又 は 当 該 調 査 記 録 簿 等 を 保 存 し な か つ た と き 。

二　 第 十 三 条 の 二 十 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 当 該 職 員 の

検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 又 は 忌 避 し た と き 。

第 二 十 三 条 の 三　 法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代

理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務

に 関 し 、 第 二 十 一 条 の 二 、 第 二 十 二 条 の 四 、 第 二 十 三

条 第 二 項 又 は 前 条 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 そ の 行 為

者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て 各 本 条 の 罰

金 刑 を 科 す る 。

附 　 則

10　 建 築 代 理 士 に 関 し て は 、 こ の 法 律 施 行 後 で も 、 当 分

の 間 、 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る も の と し 、 そ の 条 例

は 、 第 一 条 の 三 第 二 項 及 び 第 十 九 条 第 一 項 た だ し 書 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 法 律 と み な す 。

士 の 研 修 に 関 す る 規 定

三 ～ 五　 〔 同 上 〕

（ 業 務 の 制 限 ）

第 十 九 条　 行 政 書 士 又 は 行 政 書 士 法 人 で な い 者 は 、 業 と

し て 第 一 条 の 二 に 規 定 す る 業 務 を 行 う こ と が で き な い 。

た だ し 、 他 の 法 律 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 及 び 定 型 的

か つ 容 易 に 行 え る も の と し て 総 務 省 令 で 定 め る 手 続 に

つ い て 、 当 該 手 続 に 関 し 相 当 の 経 験 又 は 能 力 を 有 す る

者 と し て 総 務 省 令 で 定 め る 者 が 電 磁 的 記 録 を 作 成 す る

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２　 〔 同 上 〕

第 二 十 一 条　 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 一 年

以 下 の 拘 禁 刑 又 は 百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一　 行 政 書 士 と な る 資 格 を 有 し な い 者 で 、 日 本 行 政 書

士 会 連 合 会 に 対 し 、 そ の 資 格 に つ き 虚 偽 の 申 請 を し

て 行 政 書 士 名 簿 に 登 録 さ せ た も の

二　 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し た 者

〔 新 設 〕

第 二 十 二 条 の 四　 第 十 九 条 の 二 の 規 定 に 違 反 し た 者 は 、

百 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

第 二 十 三 条 の 二　 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、

三 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。

一　 第 十 三 条 の 二 十 の 二 第 六 項 に お い て 準 用 す る 会 社

法 第 九 百 五 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 同 項 に

規 定 す る 調 査 記 録 簿 等 に 同 項 に 規 定 す る 電 子 公 告 調

査 に 関 し 法 務 省 令 で 定 め る も の を 記 載 せ ず 、 若 し く

は 記 録 せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 記 載 若 し く は 記 録 を し 、

又 は 当 該 調 査 記 録 簿 等 を 保 存 し な か つ た 者

二　 第 十 三 条 の 二 十 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 当 該 職 員 の

検 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 又 は 忌 避 し た 者

第 二 十 三 条 の 三　 法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代

理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業

務 に 関 し 、 前 条 第 一 号 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 そ の

行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て 同 条 の

刑 を 科 す る 。

附 　 則

10　 建 築 代 理 士 に 関 し て は 、 こ の 法 律 施 行 後 で も 、 当 分

の 間 、 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る も の と し 、 そ の 条 例

は 、 第 一 条 の 二 第 二 項 及 び 第 十 九 条 第 一 項 た だ し 書 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 法 律 と み な す 。
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〇 行 政 書 士 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 昭 和 五 十 五 年 法 律 第 二 十 九 号 ） （ 附 則 第 三 条 関 係 ）

� （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 　 正 　 後

附 　 則

（ 経 過 措 置 ）

２　 こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 行 政 書 士 会 に 入 会 し て い る

行 政 書 士 で あ る 者 は 、 当 分 の 間 、 行 政 書 士 法 第 一 条 の

三 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 他 人 の 依 頼 を 受 け 報 酬

を 得 て 、 社 会 保 険 労 務 士 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 八 十 九

号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 事 務 を 業

と す る こ と が で き る 。

現 　 　 　 行

附 　 則

（ 経 過 措 置 ）

２　 こ の 法 律 の 施 行 の 際 現 に 行 政 書 士 会 に 入 会 し て い る

行 政 書 士 で あ る 者 は 、 当 分 の 間 、 こ の 法 律 に よ る 改 正

後 の 行 政 書 士 法 第 一 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、

他 人 の 依 頼 を 受 け 報 酬 を 得 て 、 社 会 保 険 労 務 士 法 （ 昭

和 四 十 三 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 及 び

第 二 号 に 掲 げ る 事 務 を 業 と す る こ と が で き る 。

〇 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 二 十 二 号 ） （ 附 則 第 四 条 関 係 ）

� （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 　 正 　 後

別 表 （ 第 四 条 関 係 ）

〔 略 〕 〔 略 〕 〔 略 〕

第 二 条 第 二 項 第

四 十 七 号 に 掲 げ

る 者

行 政 書 士 法 第 一

条 の 三 、 第 一 条

の 四 若 し く は 第

十 三 条 の 六 に 定

め る 業 務 又 は こ

れ ら に 付 随 し 、 若

し く は 関 連 す る

業 務 の う ち 、 特

定 受 任 行 為 の 代

理 等 に 係 る も の

特 定 受 任 行 為 の

代 理 等 を 行 う こ

と を 内 容 と す る

契 約 の 締 結 そ の

他 の 政 令 で 定 め

る 取 引

〔 略 〕 〔 略 〕 〔 略 〕

現 　 　 　 行

別 表 （ 第 四 条 関 係 ）

〔 同 上 〕 〔 同 上 〕 〔 同 上 〕

第 二 条 第 二 項 第

四 十 七 号 に 掲 げ

る 者

行 政 書 士 法 第 一

条 の 二 、 第 一 条

の 三 若 し く は 第

十 三 条 の 六 に 定

め る 業 務 又 は こ

れ ら に 付 随 し 、 若

し く は 関 連 す る

業 務 の う ち 、 特

定 受 任 行 為 の 代

理 等 に 係 る も の

特 定 受 任 行 為 の

代 理 等 を 行 う こ

と を 内 容 と す る

契 約 の 締 結 そ の

他 の 政 令 で 定 め

る 取 引

〔 同 上 〕 〔 同 上 〕 〔 同 上 〕
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T o p i c s

令和７年４月 29 日（火）、春の叙勲が発令され、「行政書士功労」として尾﨑達哉会員（和歌山
会）に対し、旭日双光章が授与されました。
令和７年５月 12日（月）、東京プリンスホテル（東京都港区）において、総務省主催による「令

和７年春の叙勲伝達式」が行われ、尾﨑会員に叙勲が伝達された後、皇居にて拝謁に臨みました。
その後、同ホテルにおいて日行連主催の記念品贈呈式を行いました。常住日行連会長から祝辞

が述べられた後に記念品が贈呈され、尾﨑会員から謝辞が述べられました。
叙勲は、永年にわたり業務に精励し、衆民の模範である者に授与されるもので、行政書士とし

ての叙勲受章者は、昭和46年春に始まり、今回の尾﨑会員の受章によって、116名となりました（旭
日中綬章４名、旭日小綬章６名、旭日双光章 20名、勲四等瑞宝章１名、勲五等双光旭日章 37名、
勲五等瑞宝章 48 名）。

受章者プロフィール

【役員歴】
和歌山会　理　事　昭和58年５月～昭和62年５月…４年
　　　　　理　事　平成元年５月～平成４年５月…３年
　　　　　副会長　平成４年５月～平成５年５月…１年
　　　　　理　事　平成17年５月～平成27年５月…10年
　　　　　副会長　平成27年５月～現　在…９年11か月

計　27年11か月

通算役員歴（重複を除く）　計　27年11か月

尾
お

﨑
ざき

　達
たつ

哉
や

（72 歳）［和歌山会］

開　業　昭和 55 年８月 23 日
業務歴　44 年８か月

（敬称略・令和７年４月 29 日現在）

令和７年春の叙勲
尾﨑達哉会員が旭日双光章を受章
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【役員歴】
静岡会　理　事（平成７年５月～平成11年５月）…４年
　　　　理　事（平成13年５月～平成15年５月）…２年
　　　　副会長（平成15年５月～平成19年５月）…４年

計　10年

【通算役員歴】（重複を除く）計　10年

開　業　昭和52年８月20日
業務歴　47年８か月

倉
くら

田
た

　七
しち

郎
ろう

（76歳）［静岡会］

【役員歴】
秋田会　理　事（平成11年５月～平成15年５月）…４年
　　　　副会長（平成27年５月～平成29年５月）…２年
　　　　会　長（平成29年５月～現　　　 在）…７年11か月

計　13年11か月
日行連　理　事（平成29年６月～現　　　 在）…７年10か月

計　７年10か月

【通算役員歴】（重複を除く）計　13年11か月

開　業　昭和58年５月27日
業務歴　41年11か月

相
あい

場
ば

　忠
ただ

義
よし

（65歳）［秋田会］

令和７年春の褒章
相場 忠義・柴野 和夫・木田 滿・倉田 七郎・横井 豊・

坪川 貞子・星野 克己・北口 義明・吉永 利行・荻原 晴巳
各会員が黄綬褒章を受章

令和７年４月 29 日（火）、春の褒章が発令され、「行政書士業務精励功績」として相場忠義（秋
田会）・柴野和夫（東京会）・木田滿（埼玉会）・倉田七郎（静岡会）・横井豊（愛知会）・坪川貞子
（福井会）・星野克己（富山会）・北口義明（大阪会）・吉永利行（広島会）・荻原晴巳（宮崎会）・各
会員に対し、黄綬褒章が授与されました。
令和７年５月 21 日（水）、ザ・プリンスパークタワー東京（東京都港区）において、総務省主

催による「令和７年春の褒章伝達式」が行われ、各会員に黄綬褒章が伝達された後、皇居にて拝
謁に臨みました。
その後、東京プリンスホテル（東京都港区）において日行連主催による記念品贈呈式が行われ

ました。常住会長から祝辞が述べられた後に各受章者に対し記念品が贈呈され、各受章者から謝
辞が述べられました。
黄綬褒章は、業務に精励し衆民の模範である者に授与されるもので、行政書士の受章者は、昭

和 55 年秋以降 260 名となりました。

【役員歴】
東京会　理　事（平成21年５月～平成27年５月）…６年
　　　　副会長（平成27年５月～令和元年５月）…４年

計　10年

【通算役員歴】（重複を除く）計　10年

開　業　昭和60年２月９日
業務歴　40年３か月

柴
しば

野
の

　和
かず

夫
お

（81歳）［東京会］

【役員歴】
埼玉会　理　事（昭和58年５月～平成７年５月）…12年
　　　　副会長（平成７年５月～平成９年５月）…２年
　　　　理　事（平成17年５月～平成19年５月）…２年

計　16年

【通算役員歴】（重複を除く）計　16年

開　業　昭和55年７月25日
業務歴　44年３か月

木
き

田
だ

　滿
みつる

（88歳）［埼玉会］

受章者プロフィール
（敬称略・令和７年４月 29 日現在）
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【役員歴】
大阪会　理　事（平成７年５月～平成13年５月）…６年
　　　　副会長（平成17年５月～平成19年５月）…２年
　　　　副会長（平成19年５月～平成21年５月）…２年

計　10年
日行連　理　事（平成17年６月～平成21年６月）…４年

計　４年

【通算役員歴】（重複を除く）計　10年１か月

開　業　昭和57年３月４日
業務歴　43年２か月

北
きた

口
ぐち

　義
よし

明
あき

（74歳）［大阪会］

【役員歴】
宮崎会　理　事（昭和60年５月～平成元年５月）…４年
　　　　理　事（平成23年５月～平成29年５月）…６年
　　　　副会長（平成29年５月～現　　　 在）…７年11か月

計　17年11か月

【通算役員歴】（重複を除く）計　17年11か月

開　業　昭和55年２月13日
業務歴　45年３か月

荻
おぎ

原
はら

　晴
はる

巳
み

（69歳）［宮崎会］

【役員歴】
広島会　理　事（平成９年５月～平成13年５月）…４年
　　　　理　事（平成15年５月～平成17年５月）…２年
　　　　副会長（平成17年５月～平成19年５月）…２年
　　　　理　事（平成27年６月～令和元年６月）…４年

計　12年

【通算役員歴】（重複を除く）計　12年

開　業　昭和53年９月12日
業務歴　46年８か月

吉
よし

永
なが

　利
とし

行
ゆき

（73歳）［広島会］

【役員歴】
愛知会　理　事（平成13年７月～平成19年５月）…５年10か月
　　　　副会長（平成19年５月～平成21年５月）…２年
　　　　理　事（平成21年５月～平成29年５月）…８年

計　15年10か月

【通算役員歴】（重複を除く）計　15年10か月

開　業　昭和49年１月23日
業務歴　51年３か月

横
よこ

井
い

　豊
ゆたか

（77歳）［愛知会］

【役員歴】
福井会　理　事（平成９年６月～平成11年５月）…２年
　　　　理　事（平成17年５月～平成19年５月）…２年
　　　　副会長（平成19年５月～平成29年５月）…10年
　　　　会　長（平成29年５月～令和５年５月）…６年

計　20年
日行連　理　事（平成29年６月～令和３年６月）…４年
　　　　副会長（令和３年６月～令和５年６月）…２年
　　　　理　事（令和５年６月～現　　　 在）…１年10か月

計　７年10か月
【通算役員歴】（重複を除く）計　21年11か月

開　業　平成２年２月９日
業務歴　35年３か月

坪
つぼ

川
かわ

　貞
さだ

子
こ

（62歳）［福井会］

【役員歴】
富山会　理　事（平成10年５月～平成13年５月）…３年
　　　　理　事（平成15年５月～平成25年５月）…10年
　　　　副会長（平成25年５月～令和元年５月）…６年
　　　　理　事（令和元年５月～令和３年５月）…２年

計　21年

【通算役員歴】（重複を除く）計　21年

開　業　昭和60年９月25日
業務歴　39年７か月

星
ほし

野
の

　克
かつ

己
み

（71歳）［富山会］

Topics
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T o p i c s T o p i c sT o p i c s

日　時：令和７年４月 14 日（月）16 時 30 分～17 時 20 分
出席者：�〈日行連〉常住会長、竹田副会長、関口専務理事、宮本・関谷両常任理事、徳永・古川両理事� �

〈日政連〉宮元・杉山・黒田各副会長、菅幹事長、有賀・徳山両常任理事

　先般、自由民主党行政書士国会議員懇話会が衆議院第一議員会館
において開催され、日行連及び日政連から関係役員が出席しました。
　冒頭、棚橋泰文懇話会会長から御挨拶をいただいた後、常住会長、
宮元日政連副会長からそれぞれ御挨拶を申し上げました。
　続いて、出席者の自己紹介を行った後、本会から「行政書士法の
一部を改正する法律案�骨子（案）」に基づいて条文案の内容を説明
するとともに、法改正の必要性について事例を交えて補足しました。
　その後の意見交換では、特に特定行政書士の業務範囲の拡大に関
し、改めて特定行政書士制度の成立の経緯を共有し、今般の法改正
は、国民の権利利益の実現の観点から合理的であり、今国会での成
立を目指すとの認識で一致しました。
　限られた時間ではありましたが、行政書士制度への理解を深めて
いただく機会となり、法改正の実現に向けて大変有意義な会合とな
りました。

国民民主党と無所属議員による行政書士制度推進議員連盟総会に参加

日　時：令和７年４月 22 日（火）10 時 30 分～11 時 30 分
出席者：�〈日行連〉�常住会長、髙尾・平岡・竹田・原田・田村各副会長、田後・関口両専務理事、宮本・� �

関谷両常任理事、徳永理事
　　　　〈日政連〉井口会長、宮元・杉山・黒田各副会長、菅幹事長

　先般、国民民主党と無所属議員による行政書士制度推進議員連盟総会が衆議院第一議員会館において開
催され、日行連及び日政連から関係役員が出席しました。
　冒頭、古川元久議連会長から御挨拶があり、行政書士法の改正
について、今国会での成立を目指して進めていきたい旨の御言葉
をいただきました。
　続いて、常住会長、井口日政連会長からそれぞれ御挨拶を申し
上げた後、出席者の自己紹介が行われました。
　次に、行政書士法の改正案について、衆議院法制局から「行政
書士法の一部を改正する法律案　骨子（案）」に基づいて説明が
あった後、本会から特定行政書士制度に関する現状と法改正の必
要性について事例を交えて補足説明を行いました。
　その後の意見交換では、特定行政書士が取り扱うことのできる
業務範囲、使命規定及び職責規定を創設することとなった経緯に
関する質疑のほか、AI と行政書士業務の関係について意見交換
が行われました。
　最後に、古川議連会長からデジタル社会においても行政書士が
行政と国民の懸け橋となることを期待する旨の御言葉をいただ
き、今般の法改正を推進することが了承されました。
　限られた時間ではありましたが、多数の国会議員、秘書の皆様
に御出席いただき、大変有意義な会合となりました。

自由民主党行政書士国会議員懇話会に参加
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T o p i c s T o p i c sT o p i c s

立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会に参加
日　時：令和７年４月 25 日（金）11 時 30 分～12 時 30 分
出席者：�〈日行連〉常住会長、平岡副会長、田後・関口両専務理事、宮本常任理事、徳永理事� �

〈日政連〉�井口会長、杉山・水野・黒田各副会長、菅幹事長、有賀・土井・藏内・徳山・飯田・� �
千葉各常任幹事

　先般、立憲民主党行政書士制度推進議員連盟総会が衆議院第一議
員会館で開催され、日行連及び日政連から関係役員が出席しまし
た。
　冒頭、逢坂誠二議連会長から御挨拶をいただき、続いて、常住会
長、井口日政連会長からそれぞれ御挨拶を申し上げた後、出席者の
自己紹介を行いました。
　次に、行政書士法の改正案について、衆議院法制局から「行政書
士法の一部を改正する法律案　骨子（案）」に基づいて説明があっ
た後、本会から特定行政書士制度に関する法改正の必要性について
事例を交えながら補足説明を行いました。
　その後の意見交換では、今般の法改正により、特定行政書士数や
非行政書士の取締りに及ぼす影響の度合い等について質疑応答が行
われました。
　最後に、逢坂議連会長から議連として行政書士法の改正に向けた
調整を進めていく旨の御言葉をいただきました。
　限られた時間ではありましたが、多数の国会議員、秘書の皆様に
御出席いただき、大変有意義な会合となりました。

日本維新の会行政書士制度推進議員連盟総会に参加

日　時：令和７年５月 12 日（月）14 時～15 時
出席者：�〈日行連〉常住会長、髙尾副会長、関口専務理事、関谷常任理事、徳永理事� �

〈日政連〉杉山・水野両副会長、菅幹事長、徳山常任幹事

　先般、日本維新の会行政書士制度推進議員連盟総会が衆議院第
一議員会館及びオンラインにて開催され、日行連及び日政連から
関係役員が出席しました。
　冒頭、井上英孝議連会長から御挨拶をいただき、続いて、常住
会長から御挨拶を申し上げた後、出席者の自己紹介を行いました。
　次に、行政書士法の改正案について、衆議院法制局から「行政
書士法の一部を改正する法律案　骨子（案）」に基づいて説明が
あった後、本会から改正の経緯に加えて、特に特定行政書士制度
に関する法改正の必要性について事例を交えながら補足説明を行
いました。
　その後の意見交換では、特定行政書士制度の創設の経緯に関す
る質疑があり、今後、更なる特定行政書士の活躍を期待するとの
御言葉をいただきました。
　最後に、今般の法改正の推進について井上議連会長一任として
承認され、井上議連会長から国民利便に資する法改正であるとの
認識の下、今国会での成立に向けて党内手続を進めていく旨の御
言葉をいただきました。
　限られた時間ではありましたが、多数の国会議員、秘書の皆様
に御出席いただき、大変有意義な会合となりました。
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Informat ion 1

行政書士申請取次関係研修会（VOD方式）の御案内
＜申請取次行政書士管理委員会・中央研修所＞

　日行連倫理研修規則に基づいて実施する特別倫理研修（申請取次関係研修）について、令和７年度の今後の開催日程
をお知らせいたします。
　当該研修は、各会員が個々の端末（パソコン・タブレット・スマートフォン）から中央研修所研修サイトにアクセス
し、VOD（ビデオ・オン・デマンド）システムに登載されたビデオ講座を受講する形式です。所定の期間内であれば、
いつでも何度でも御自宅や事務所にて聴講可能です。
　なお、各研修会の申込み等の詳細については、会員専用サイト「連 con」にて都度、御案内いたしますので、御確
認くださいますようお願いいたします。

各研修会開催案内等の掲載場所

　◆�日行連ホームページ TOP＞会員ログイン＞研修・セミナー＞申請取次関係研修� �
https://www.gyosei.or.jp/members/training/shintori（連 con ログイン後に御覧いただけます。）

令和７年度（令和７年９月～令和８年３月）開催概要

研修会区分 受講期間
開催案内
（会員サイト
詳細発表）

申込期間 修了証書発行日
（同日発送予定）

結果通知
発送予定日

（基準未到達者のみ）

事務研修会
（新規）

９月５日（金）
～９月 16日（火） ６月下旬 ７月 18日（金）

～７月 25日（金） 10月６日（月） -

実務研修会
（更新）

10月 15日（水）
～ 10月 24日（金） ８月中旬 ９月２日（火）

～９月８日（月） 11月７日（金） 11月13日（木）

事務研修会
（新規）

11月 14日（金）
～ 11月 25日（火） ９月中旬 10月３日（金）

～ 10月９日（木） 12月15日（月） -

実務研修会
（更新）

令和８年１月19日（月）
～１月 29日（木） 11月上旬 11月 26日（水）

～ 12月２日（火）
令和８年

２月 12日（木）
令和８年

２月 18日（水）

事務研修会
（新規）

２月 20日（金）
～３月２日（月） 12月中旬 令和８年１月７日（水）

～１月 14日（水） ３月 23日（月） -

※開催概要は現時点での予定であり、変更される場合があります。
※各研修は定員制です。申込期間内であっても定員に達した場合は、受付を締め切らせていただきます。

○研修会の区分
事務研修会： �入国・在留手続関係の申請取次を新規に行うことを希望する行政書士を主な対象とする研修会です。
実務研修会： �地方出入国在留管理局から届出済証明書の交付を受けていて、更新を希望する行政書士を対象とする

研修会です。
【特例措置】�既に届出済証明書の交付を受けている方の更新手続には、実務研修会の修了証書に加えて、１年以内

に発行された事務研修会の修了証書も使用できるとした特例措置を講じています。既に届出済証明書
の交付を受けている方は、上記区分によらずお申込みができます。

○受講費用（税込み）
事務研修会： 30,000 円　実務研修会： 15,000 円

○修了証書の発送について
各研修会における修了証書は、各研修を修了された皆様に一律に発送いたしますので御承知おきください。
事務研修会： �課題提出締切後、結果通知と併せて基準に到達された方には修了証書を同封して発送いたします。
実務研修会： �課題提出締切後、一律に修了証書を発送いたしますが、審査の結果、基準に未到達であった方のみ別

途、日行連から御連絡いたします。

特別倫理研修
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Informat ion 2

一般倫理研修受講について
＜総務部・中央研修所＞

重要なお知らせ

令和５年８月 31 日から、全会員に５年に一度の一般倫理研修の受講が義務化されました。当該研修の受講
方法等は、以下の案内を御参考としてください。
１ 受講・修了期限（初回）

令和５年８月 31 日以降の新規登録会員は、登録月の翌月初日から起算して３か月以内に受講・修了してく
ださい（例：令和７年４月１日に登録⇒令和７年７月 31 日まで）。

【参考】 次回期限（２回目以降）
前回修了日から５年後の日が属する年度の３月 31 日までに受講・修了してください。

（例：令和７年４月１日に修了した場合⇒令和 13 年３月 31 日）

２ 受講方法
①中央研修所研修サイトにアクセス

日行連ホームページ（ https://www.gyosei.or.jp/ ）にアクセスし、右上の「研修サイト」をクリック。

②中央研修所研修サイトにログインして研修を受講
中央研修所研修サイト用の ID、パスワード（初回ログイン時には申込みが必要。）を入力してログイン。「講

座一覧」＞「義務研修」＞「一般倫理研修」から一般倫理研修を受講（３時間程度）。全講座を視聴後、受講確認
テストを受ける（詳細は同サイト内の説明やマニュアルを御確認ください。）。

詳しい受講方法は「一般倫理研
修マニュアル」をダウンロード
して御確認ください。
※�必ず受講方法を確認した上で
受講してください。

ID、パスワードを入力して「ログイン」
をクリックしてください。 初めて御利用の方はこちらを

クリックして「ID、パスワード
申込」を行ってください。

③受講確認テストに合格後、修了証を発行
受講確認テスト合格後に表示される「修了証発行」ボタンをクリックすることで研修が修了。
職務上請求書を購入予定の方は、同ボタンをクリック後に表示される修了証の印刷又はダウンロードをして

ください。なお、職務上請求書の購入予定がない方も、修了日を確定し、受講を完了させるために、必ず同ボ
タンをクリックしてください。

【参考】 「一般倫理研修の受講について」
日本行政書士会連合会ホームページ（お知らせ）
https://www.gyosei.or.jp/news/20240329
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Informat ion

　かねてより御案内のとおり、本会会報誌「月刊日本行政」の紙版の発行及び発送は、令和７年４月号から隔月
（奇数月のみ）となりました。なお、電子版は、これまでどおり毎月本会ホームページ及び会員専用サイト「連con」
に掲載いたします。「月刊日本行政」の発行及び送付のデジタル化に御理解・御協力をお願いいたします。
　「連con」には、「月刊日本行政」が掲載されたことを会員にお知らせするメール配信機能が搭載されています。
そのメールの本文中には該当号のPDFの直接リンクや概要が記載されるなど、大変便利な機能となっています
ので、是非御利用ください。「連 con」のメール配信機能の利用方法は、次のとおりです。

3

｢月刊日本行政」の発行及び送付の
デジタル化に係るお知らせ

重要なお知らせ

＜広報部＞

※�電子版の会報発行をお知らせするメール配信機能の利用によって紙版の受取停止を希望する場合は、所属単
位会を通じて日行連に御連絡ください。

会員専用サイト「連 con」の利用登録

「利用登録」ボタンから利用登録。必要情報を全て
入力後「受け取る」にチェックが入っていること
を確認し「確認」を押す。
https://www.gyosei.or.jp/user/register

利用登録なし

❶ログイン（ID・パスワードを入力）
▼

❷マイページ（画面右上の名前をクリック）
▼

❸ をクリック
▼

❹「新着月刊日本行政」 を 「受け取る」 に変更
▼

❺ をクリック

利用登録あり

ログインページ

① ID・パスワードを
入力後にログイン

②マイページ

③変更する

変更画面

④「受け取る」に変更

⑤保存（保存完了後マイページへ遷移します）
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Pick UPPick UP!  !  単位会単位会 各単位会の取組を
お知らせします。

行政書士会

青森県 国立大学法人弘前大学で青森会による講義がスタート

青森会による国立大学法人弘前大学での講義が令和７年４月からスタートしました。
講座名を「行政書士制度の概要及び行政書士実務の解説講義」として、前期全 15回にわたり展開し、行政書士の業
務について講義しています。
担当講師は当会所属の城戸隆秀会員（行政書士法人青森総合法務事務所）並びに川村陽彦会員（行政書士川村法務事
務所）の２名体制で、人文社会学部で毎週金曜日の 16時から 17時半までの１時間半の講義です。
講義内容は、行政書士の成り立ちや法制度に始まり、建設業や飲食業、運送業や自動車販売業など様々な業種と行政
書士の関わり合いや、法人設立や企業支援、農地や外国人に関する業務、相続や成年後見など、幅広い分野にわたる行
政書士の業務の魅力を講義しています。学生の皆様が社会に出た際の様々なお仕事や日常生活での困りごとについて、
行政手続の側面から捉えた考え方をお伝えしています。
行政書士として講義をする中で、改めて行政書士の職責を感じ
るとともに、テクノロジーの進化や人口減少など、今後の社会の
変化の中で行政書士が果たすべき役割や未来像についても触れ、
若い学生の皆様が進む社会が少しでも明るい未来になればと願っ
ています。
今後も同大学との連携協定に基づき、様々な共同事業がスター
トできるよう切磋琢磨してまいりたいと思います。あわせて、当
会として地域の団体との連携を更に強化し、行政書士の地位向上
発展につなげていきたいと考えていますので、引き続きどうぞよ
ろしくお願いいたします。

登録委員会からのお知らせ登録委員会からのお知らせ
令和６年９月 25日付けで「大規模災害時の被災自治体への支援に関する内閣府と日本行政書士会連合会との
協定」を締結したことを踏まえ、本会大規模災害対策本部では、将来的な大規模災害の発生に備えて、平時か
ら被災自治体を支援する会員（災害復興支援員）を養成し、大規模災害の発生時には迅速に被災自治体に派遣
して支援活動が行える組織体制を整備しておく必要があると考えています。
上記趣旨に御賛同くださる方、「災害復興支援員」に関心を持たれた方におかれましては、以下の会員専用サ
イト「連 con」の該当ページにアクセスの上、詳細を御覧ください。
日頃から会員一人ひとりが、自分も被災者になり得るということを胸に刻み、防災・減災の意識を高めるとと
もに、共助の精神を培っていくことが重要であると考えています。皆様の御参加をお待ちしています。
御理解御協力のほど、よろしくお願いいたします。

会員専用サイト「連 con」：
https://www.gyosei.or.jp/members/others/20250401

「災害復興支援員」 を募集しています
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中央研修所通信 7 月号

VOD紹介「一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新制度について」
～ 今こそ見直そう中央研修所の研修コンテンツ！ ～

＜中央研修所＞

●更新制度の導入について
　更新制度導入の社会的背景から書類作成時や申請時の注意点まで網羅的に解説されており、これから
新しく運送事業許可を取り扱おうとする方にとって、分かりやすくまとめられた内容です。

●許可の審査基準について
　公示に基づき、講師自身の経験等を交えながら、まだ業務を扱ったことのない方にも分かりやすく、
更新許可申請を行う上で特に理解が必要な部分に焦点が当てられた内容となっています。

●行政手続の一歩先へ
　単なる書類の作成方法だけにとどまらず、私たち行政書士がどのように運送事業者に寄り添い、税理
士や社会保険労務士といった隣接法律専門職者のみならず、自動車整備事業者など様々な関係者と協力
して、事業の要である「許認可」を維持し発展させていくのかという視点で講義が進められています。

※�講義中の一部公示や様式については、国土交通省及び各運輸支局で最新のものが公開されていますので、
必ず最新の情報を御確認ください。

◉ 研修のポイント

　今月は、業務研修〈運送・自動車〉「一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新制度について」を紹
介します。
　一般貸切旅客自動車運送事業（貸切バス）においては、乗客の生命を預かるという事業の特性上、
運行には高い安全性が求められ、平成 29 年に更新制が導入されました。同年４月以降、各事業者の
事業許可を受けた年を基準に順次、更新が行われ、令和３年には全ての既存事業者が初回の更新許可
申請を終えました。令和４年からは２回目の更新許可申請が行われています。
　本研修は、令和２年に収録されたものですが、改めて制度開始当初の社会的背景等を振り返ることに
より、新たに業務として取り組もうとお考えの方だけでなく、既に業務として取り組んでいる方にとっ
ても、新たな気付きや参考となる点が見つかる研修となっていますので、この機会に是非御視聴ください。

● 研 修 情 報 ●
講師プロフィール（役職は収録当時のものです）

東京都行政書士会　会員
進藤　馨（しんどう　かおる）様

講義時間
約１時間 30 分

受講料
無料

《中央研修所研修サイト　視聴方法について》
① �「日行連のホームページ」のトップページのバナー又は右記QRコードから中央研修
所研修サイトへアクセス。

② �「講座一覧＞業務研修＞運送・自動車＞〈運送・自動車〉一般貸切旅客自動車運送
事業の許可の更新制度について」を選択し、該当講座を受講。 ↑研修サイトQRコード
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登録委員会
【登録審査】

⑴  審査件数（244件）
⑵  その他

13日

火

正副会長会
【協議事項】

⑴  常任理事会の合議事項等について
⑵  その他

常任理事会（～15日）
【合議事項】

⑴  ホームページの改修について①
⑵  ホームページの改修について②
⑶  小規模事業者持続化補助金に係る商工会

との事業連携の推進について

14日

水

法改正推進本部会議
【協議事項】

⑴  行政書士法改正推進について
⑵  その他

15日

木

登録委員会
【登録審査】

⑴  審査件数（231件）
⑵  その他

27日

火

2025. 5 May 日行連の主な動き Monthly Report

皆様方におかれましては、“社会を明るくする運動”に対し、日頃から多大な御協力を賜り、
心より御礼申し上げます。

本運動は、国民の皆様が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの立ち直りについ
て理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい
地域社会を築くための国民運動として、本年で 75 回を数えます。

第 75 回のメインコピーは、「Time with Hope―進む、希望とともに。」です。立ち直ろう
と努力する人たちと、そんな彼らが変わっていくことを願って、寄り添い、ともに歩み続け
る更生保護ボランティアの姿・時間に焦点を当てました。立ち直りを支える方々の想いを広
く知っていただくことにより、もっともっと更生保護の魅力を感じてもらいたいと思ってい
ます。

これからも、人と人との温かな関係性の中でこそ人は変わっていけるという更生保護の理
念を大切に、本運動の更なる発展に希望を抱きながら広報活動を進めてまいります。

本運動は各都道府県、市区町村において、地方公共団体、保護観察所、民間団体等が協力
して、毎年、各地域に根差した特色ある活動を展開しています。本運動が目指す立ち直り支
援の輪に、是非御参加ください。

本年も、皆様方の御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

法務省からのお知らせ
「変わっていく時間」に希望を持って

～第75回“社会を明るくする運動”に寄せて～
〈法務省保護局更生保護振興課〉

第75回
“社会を明るくする運動”

ポスター

第75回
“社会を明るくする運動”

リーフレット

“社会を明るくする運動”
ウェブサイト
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ライフサポート型の支援

私たち行政書士が成年後見業務を受任する強みは何
でしょうか。それは第一に、隣接法律専門職として、
法的素養を基に、紛争を予防する能力を持ち合わせて
いますので、法や理に基づいた公平で正義にかなった
課題解決ができることです。第二に、市民の身近な存
在として、実生活に密着したサポートを可能としてい
ることです。具体的には、行政機関や金融機関の手続、
介護・福祉などの社会保障制度の活用支援及び医療・
福祉関係者との連携、成年被後見人の家族・地域の方
との連携や信頼のおける身近な関係作り、不動産・保
険・証券に関わる知識などです。第三に、それぞれが
豊かな社会経験を持つ国家資格者として、その社会生
活に裏付けられた実学を得ていることです。第四に、
実際の後見業務の実務では、行政機関からの封書や案
内を受領する場面が多く、またそれに関連して多種多
様な行政手続が生じることは皆様御承知のとおりで
す。これらの行政手続は、行政書士の本領の発揮でき
る部分で、その経験や見聞からスムーズな支援につな
がっています。
私は、こうした行政書士の強みをいかした後見業務
で本人の日常を守ることを「ライフサポート型の支援」
と考えています。

これまでもコスモスでは、成年後見制度における行
政書士及び業務の特性を「寄り添い型」とし、それを
実践することに注力してきました。「寄り添い型」は、
財産管理だけでなく意思決定支援や身上保護等の福祉
的な観点を持ち、本人を取り巻く地域・医療・福祉・
介護等の関係各所と協力・調整しながら成年後見業務
を実践することです。この「寄り添い型」と「ライフ
サポート型の支援」とで、行政書士の成年後見制度に
向き合う姿勢に変わりはありません。「ライフサポー
ト型の支援」は「寄り添い型」に、本人の日常を守る
という目的を加え、行政書士の強みをいかした後見業
務を明確化させるものです。

１　｢ライフサポート型の支援」とは

２　�これまでの「寄り添い型」と「ライ
フサポート型の支援」の関係

日行連は、次のとおり行政書士の権利擁護に関する
基本理念を定めています。

行政書士は、基本的人権を尊重し、すべての人
の権利を擁護するとともに、調和と真心をもって国
民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを
使命としています。
また、「国民の権利利益の実現に資する」という
行政書士制度の目的に鑑み、行政書士の社会的役
割を強く自覚し、地域に根差した権利擁護の取り
組みを通じて、すべての人の権利が尊重される共
生社会の実現に寄与します。

皆様御承知のとおり、基本的人権には、自己決定権
の保障も含まれます。
元来行政書士は、許認可業務において、他士業との
連携や行政機関との連携を必須としています。このた
め、他者との共生を至極当たり前として業務を行って
おり、成年後見業務でも、求められるチーム作りや多
職種との顔の見える形での連携を図っています。つま
り、私たち行政書士は、「ライフサポート型の支援」を
通じて、様々な人との関係作りをしているということ
にほかなりません。
判断能力が不十分な方が自己決定を行うためには、

その人の人生に関わってきた様々な人々が作り出す豊
かな環境が必要不可欠と考えます。本人の意思決定の
プロセスでは、関係性を形成したそれらの方々と連携
協力しながら支援しています。ですから「ライフサポー
ト型の支援」は、自己決定権の保障という基本的人権
が尊重される共生社会に寄与するものでもあるのです。

皆様、次のような経験はありませんでしょうか。「行
政書士が成年後見人になるのはどういうケースを想定
している？」「どういった方を引き受けるのが得意？」
というような質問を受けることです。自治体などの行

３　�行政書士の権利擁護に関する基本理念の
実現と「ライフサポート型の支援」の実際

４　�行政書士の成年後見業務の強みを言語
化する

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター
副理事長　河野　芳輝

18　 　2025. 7　No.632

08_日本行政7_コスモス.indd   1808_日本行政7_コスモス.indd   18 2025/06/05   19:412025/06/05   19:41



コスモス Information

う受任調整会議の場面や地域包括支援センターなどへ
挨拶回りに行った場面などで、こうした質問を受けた
ことがあるのではないでしょうか。当然のことながら、
行政書士は身近な存在で、地域に偏在せず、フット
ワークも軽いといった内容でお答えすることがあると
思います。それが事実ですし、何も間違ってはいませ
ん。しかし、質問された方が複数の後見人の比較をし
た経験がある訳ではありませんので、我々の伝えたい
ニュアンスが伝わらず、ピンポイントで的を射た回答
ではないなと我々自身が感じているのも否めないので
はないでしょうか。
そこで、そうした質問を受けた際に、「ライフサポー

ト型の支援」とはっきり端的に答えてみてはいかがで
しょうか。「ライフサポート型の支援」とは何ですか、
と聞かれた際に改めて、下記のような説明を加えるこ
とをできれば良いと考えています。つまるところ、行
政書士による成年後見業務の特徴や強みをイメージし
てもらうため、「ライフサポート型の支援」を言語化
されたお題目としてアピールできればとの思いでいま
す。

「ライフサポート型の支援」の概要
・�法や理に基づいた公平で正義にかなった課題解
決（法的素養）
・�市民の身近な存在として、実生活に密着したサ
ポート（街の法律家）
・�豊かな社会経験を持つ国家資格者（実学）
・�チーム作りや多職種との顔の見える形での連携
（自己決定権の保障）
・�行政手続の専門家として権利利益の実現に資す
る（権利擁護による地域共生社会）
目的：�「お金の管理だけの制度」ではなく、御本人

の日常を守る手助けをする

ここでは、財産管理や身上保護を通して、日常生活
の維持・向上を重視した支援である「ライフサポート
型の支援」をアピールすることでの期待される効果を
考察してみたいと思います。

①本人の安心感の向上
成年後見制度を利用される本人は、認知症や障が
いなどによって生活上の判断が難しい常況にありま
す。行政書士が、単なる財産管理にとどまらず、日
常生活の質の維持・向上を重視したサポートを行う
ことで、本人が「生活の中で困ったときに頼れる存
在」として安心できる環境を提供できます。
②家族の心理的負担軽減と支え
成年後見人は、財産管理だけでなく、医療や介護、
日常の生活支援の調整なども求められます。行政書
士が「ライフサポート型の支援」を前面に出すこと
で、家族にとって「後見人がその人らしい生活を支
えてくれる」という安心感が生まれ、心理的な負担

５　�「ライフサポート型の支援」をアピール
することで期待される効果

の軽減と支えにつながります。
③地域共生社会の実現
行政書士は、行政機関や福祉・介護サービスとの
関わりが深い専門職です。その強みを生かし、地域
の医療・福祉関係者と連携しながらの支援を提供す
ることで、より包括的な生活支援が可能になります。
地域のネットワークを活用した後見活動は、本人の
生活の質を高めるだけでなく、権利擁護による地域
共生社会の実現にもつながります。
④成年後見制度の利用促進
成年後見制度は、財産管理の側面が強調されがち
であり、「お金の管理だけの制度」と誤解されるこ
ともあります。しかし、「ライフサポート型の支援」
を前面に出すことで、「単なる資産管理ではなく、生
活の安心を支える制度である」との認識が広まり、
制度の利用促進につながる可能性があります。
⑤行政書士の職域拡大と信頼性向上
いわゆる３職種が後見人等になることが多い中
で、行政書士の取り組む成年後見業務が「ライフサ
ポート型の支援」であることをアピールすることで、
独自の強みを発揮し、成年後見分野における役割を
拡大できます。また、「身近な専門家」としての信
頼が向上し、成年後見業務以外の市民法務や民事法
務といわれる業務にも波及的な効果をもたらす可能
性があります。

結論として、行政書士が成年後見人等として「ライ
フサポート型の支援」を強調することで、本人や家族
の安心感が高まり、地域との連携が強化されるととも
に、成年後見制度の利用促進や行政書士の職域拡大に
もつながります。単なる財産管理にとどまらず、権利
擁護という観点から普通の生活を支える視点を持つこ
とで、ノーマライゼーション理念の実現という結果を
もたらし、成年後見制度のより良い運用が実現できる
と期待されます。

本人の財産を守るための財産管理のみならず、身上
に配慮した私たち行政書士の成年後見への取組は、本
人の豊かで安心な変わりのない日常を守るためのもの
と言えます。
結局のところ、「ライフサポート型の支援」とは、コ
スモス会員や協力専門職団体で活躍されている行政書
士が行っている現在の業務自体を指しており、目新し
いことではなく、端的に言語化しようという試みに過
ぎません。また、本人を支える仕組みは様々ある中で
の一つが成年後見制度です。ですから、成年後見人等
に就職することは目的ではなく、本人の生活をサポー
トする手段であるという視点も忘れてはなりません。
「ライフサポート型の支援」はいかがでしたでしょ
うか。行政書士の強みをいかした「ライフサポート型
の支援」をアピールし、成年後見制度を活用した行政
書士による「ライフサポート型の支援」で本人の日常
を守る手助けをしていきましょう。

６　まとめ
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登録者数（令和7年5月末日現在）
合　　　計 53,559 名
内　　　訳 男 44,490 名 女 9,069 名
個人事務所開業 男 41,681 名 女 8,064 名
行政書士法人社員 男 2,070 名 女 423 名
個人使用人行政書士 男 388 名 女 286 名
法人使用人行政書士 男 351 名 女 296 名

異動状況（令和7年5月中の処理件数）
新規登録 合　計 439 名

内　訳 男 346 名 女 93 名
登録抹消 合　計 117 名

内　訳 男 107 名 女 10 名
抹消内訳 廃　業 76 名

死　亡 41 名
その他 0 名法人会員（令和7年5月末日現在）

 法人会員数 1,558 
 法人事務所数 1,811 

主たる事務所数（行政書士法人数） 1,315 
従たる事務所数 496 

ネット検索をすると、「AI による概要」や「AI による回答」
として検索結果が表示されることがあります。書店には「AI
活用法」などと銘打った書籍が多く販売されています。

いうまでもないことですが、AI（Artificial Intelligence）と
は人工知能で、コンピュータが人間のように学習していく技
術です。以前は、人間とコンピュータが囲碁の対局をするな
ど使用範囲が限られていましたが、近年では、AI による翻
訳や文章作成など身近な利用方法が増え、私たちの生活に浸
透してきています。

一方で、AI が更にレベルアップすることによって仕事が
奪われるのではないかなど、AI に対する脅威論もあります。
言葉や数字を扱う専門的な仕事が AI に取って代わられると
いったレポートもあり、私たちも、うかうかしてはいられま
せん。

とはいえ、AIは素晴らしいツールです。脅威論はあっても、
利便性は高く、専門性のある仕事をサポートできます。AI
を使いこなし、効率よく、生産性の高い仕事ができるよう
AI 時代を乗り切っていきたいと思います。
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る会員の事務所所在地と当該会
員の氏名を表記して発送してい
ます。

○発送停止期間中の紙版のバックナ
ンバーを希望される場合は、在庫
管理上、直近発行号を含む最長６
か月まで（令和７年度以降は奇数
月号に限る）とさせていただきま
すので、あらかじめ御了承願いま
す。

事務所所在地に変更がないのに
日本行政が届かなくなった場合
は、お早めに日行連事務局までお
問い合せください。

○発送停止の解除は、所属単位会
に依頼した宛名調査の結果に加
え、事務所所在地の変更があっ
た場合は、所属単位会を通じ日
行連登録委員会に提出される変
更登録申請の処理手続の結果に
より行います。

広報部では日本行政が返送されてき
た場合は、所属単位会に宛名の調査
依頼を行うとともに、それが確認さ
れるまで発送を停止いたします。

28　 　2025. 7　No.632
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